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１ 

 

   社会教育委員について 

 

 

教育委員会 

○教育に関する一般方針の決定 

○教育委員会規則の制定，その他

重要な事項の決定 

教
育
長 

委 

員 

委 
員 

委 

員 

委 

員 

市 

長 

議会の同意を得て，教

育長及び委員を任命 

 【総合教育会議】 

教育行政の大綱の策定等

の協議調整 

○委員：１５人以内 

 学校教育関係者，社会教育関係者，家庭教育関係
者，学識経験者，その他必要と認める者 

○身分：非常勤特別職 

 地方公務員法に基づく地方公務員 

〇任期：２年 

 令和３年６月１日～令和５年５月３１日 

社会教育委員 

【主な職務】 
○社会教育に関する諸計画の立案 
○定時・臨時に会議を開き，教育委員会の諮問 
 に対して意見を述べる 
○上記職務のために必要な調査研究を行う 

市民の声を行政に反映させる 

（会議を通じて，社会教育に関する

助言，意見を述べる）     

１ 

委嘱 



２ 

 
１ 名称 

柏市社会教育委員 

２ 根拠法令 

社会教育法・柏市社会教育委員条例・柏市社会教育委員会議規則 

３ 委員数 

  １５人以内 

４ 委員任期 

  令和３年６月１日から令和５年５月３１日まで 

  １期２年（ただし，原則，再任は２回まで） 

５ 役割（社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）より抜粋） 

(社会教育委員の設置 ) 

第十五条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができ

る。  

２  社会教育委員は，教育委員会が委嘱する。  

(社会教育委員の職務 ) 

第十七条  社会教育委員は，社会教育に関し教育委員会に助言する

ため，次の職務を行う。  

 一  社会教育に関する諸計画を立案すること。  

 二  定時又は臨時に会議を開き，教育委員会の諮問に応じ，これ

に対して，意見を述べること。  

 三  前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。  

２  社会教育委員は，教育委員会の会議に出席して社会教育に関し

意見を述べることができる。  

３  市町村の社会教育委員は，当該市町村の教育委員会から委嘱を

受けた青少年教育に関する特定の事項について，社会教育関係団

体，社会教育指導者その他関係者に対し，助言と指導を与えるこ

とができる。



３ 

   過去の柏市社会教育委員提言について 

 
 平成２３年２月 

    家庭教育振興方策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 令和３年３月 

    生きる力を育む体験への関わり 

    ～子どもたちの健やかな成長のためにできること～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
         ※別添「提言書」のとおり 

 

 家庭教育支援の取り組みを「家庭」「地域」「学校」「行政」「企

業」の５つの視点から提言 

１ 家庭自ら取り組む家庭教育支援 

２ 地域社会全体が取り組む家庭教育支援 

３ 学校・ＰＴＡが取り組む家庭教育支援 

４ 行政が取り組む家庭教育支援 

５ 企業等が取り組む家庭教育支援 

 子どもたちの生きる力を育む体験に，地域の大人がどう関わるとよ

いのかについて提言 

１ 提言 

 (1) 大人自身が楽しもう，大人同士がつながろう 

 (2) 子どもを主役にする関わり方を工夫しよう 

２ 今後，コミュニティ・スクールに取り入れたい活動の提案 

  「地域連携ルーム等の設置と活用」 

  地域の人が学校に立ち寄り交流する拠点とすることで，学校支援 

 や子ども向け講座など個々の活動が出会い，発展することが期待さ 

 れる。 

 「家庭教育振興方策について」の提言を受け，家庭の教育力低下が指摘
される等の子どもを取り巻く教育環境に関する課題解決に向けて「家庭教
育支援事業 みんなの子育て広場」を立ち上げました。 
 平成２３年度から事業を開始し，現在，全市立小学校（４２校）で実施
しています。 

２ 



４ 

   今期の社会教育委員で扱う 

         テーマについて 

以下の内容について，会議を通じて委員の皆様のご意見を伺いながら進めて
いきたいと思います。 

 
１ 提言の実践に向けた取組 
 
  「生きる力を育む体験への関わり～子どもたちの健やかな成長のためにで 
 きること～」の提言を受け，その実践に向けた検討 
 

 目 的 
  地域と学校の連携によって，子どもたちの体験活動を充実させる 
 
 具体的取組案 
 ① 放課後子ども教室の新しい取組の展開 
 ② 放課後子ども教室を起点に，コミュニティ・スクールや学校支援ボラ 
  ンティア等の他の活動とのつながりを増やす 

 

２ 生涯学習推進計画の推進 

 
 第４次柏市生涯学習推進計画（計画期間：令和３～７年度） 

  「笑顔と元気が輪となり広がるまち柏～学びを通じた地域活性化～」 

 目指す方向性 

  ・子どもたちが健やかに成長するように 

  ・コミュニティの中に人と人のつながりがふえるように 

  ・すべての人が学べる環境に包まれるように 

 取組方針 

  (1)「はじめるきっかけ」を支援 

  (2)「もっと知りたい，つながりたい」を支援 

  (3)「ひろく伝えたい」を支援 

  (4)情報提供による学びの支援 

                    ※別添「計画書」のとおり 

 

３ その他 
   

３ 



５ 

   社会教育委員会議開催予定について 

 

＜令和３年度＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和４年度＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

第１回 

（書面会議） 

第２回 

（１１月） 

第３回 

（２月） 

第４回 

（６月～７月） 

第５回 

（１０月～１１月） 

第６回 

（１月～２月） 

・委嘱状交付 

・議長及び副議長の選出 

・今期の検討テーマの概要説明 

・令和３年度生涯学習部主要事務事業概

要報告 

・テーマに関する活動報告と情報共有・

意見交換（グループワーク） 

・柏市のコミュニティ・スクールについ

て（経過報告） 

・テーマに関する活動報告と情報共有・

意見交換（グループワーク） 

・生涯学習推進計画進捗報告 

・社会教育関係団体補助金交付状況報告 

・前年会議の振り返り 

・テーマに関する活動報告と情報共有・

意見交換（グループワーク） 

・令和４年度生涯学習部主要事務事業概

要報告 

・テーマに関する活動報告と情報共有・

意見交換（グループワーク） 

・生涯学習推進計画進捗報告 

・社会教育関係団体補助金交付状況報告 

・今期社会教育委員のまとめ 



６ 

   報告事項① 

 

 

 

 

 

１  提言の配付・説明  

 ・市内各小中学校，青少年団体等，行政関連部署，オフィシャルホームペー 

  ジを通じて広く配付しました。 

 ・ふるさと協議会防災部会や，コミュニティ・スクールに参加し提言につい 

  て説明しました。 

 

２  新しい放課後子ども教室の取組  

 ・生涯学習課所管事業「放課後子ども教室」※を起点に提言を実  

  践するため，新しい取組をモデル校で開始する準備をしていま  

  す。  

  ※ 放 課 後 子 ど も 教 室 ： 小 学 校 の 余 裕 教 室 を 活 用 し ， 地 域 ボ ラ ン テ ィ ア に よ  

   る 放 課 後 の 補 充 学 習 を 行 う 他 ， 長 期 休 業 期 間 に は 体 験 活 動 中 心 の 夏 休 み  

   子 ど も 教 室 を 実 施  

 事業イメージ  

 ・学習，体験，遊び等に放課後の活動を多様化 します  

 ・既存の団体等と連携することで担い手を多様化します  

 ・子どもたちの放課後の居場所の選択肢を広げます  

 

３  コミュニティ・スクールとの連携に向けた活動  

 ・放課後子ども教室を地域学校協働活動の一つと捉え，学校を核とした地域 

  連携を進めます。 

 ・各地域で動き出しているコミュニティ・スクールの分科会等の活動と協力 

  体制を築くための打ち合わせを始めています。 

 ・放課後子ども教室（体験型講座）の協力者（高校，市民団体等）との協力 

  体制を発展させることで個々の活動の連携を進めています。

５ 

報告事項１ 

提言の実践に向けた取組（資料４ページ記載）の今

年度の進捗状況について  



７ 

   報告事項② 

 

 令和３年度生涯学習部各課・館主要事務事業概要について  

 

 別添資料「令和３年度生涯学習部各課・館主要事務事業概要」の

とおり  

 

   その他 

（１）会長・副会長の選任について  

 

 別紙，回答書にご記入をお願いいたします。  

 

（２）自己紹介カードの作成をお願いいたします。  

 

 今期社会教育委員会議では，資料４ページ記載の予定の通り，テ  

ーマについてのグループワークや情報共有，意見交換を取り入れる  

予定です。  

 第２回目以降の会議をスムーズに進める為，別添自己紹介カード  

の作成をお願いいたします。  

 

※皆様と共有させていただきますので，差し支えない範囲でご記載  

下さい。（補足として URL 等のリンクを貼っていただくことも可能  

です）  

６ 

７ 


